
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

３

月

１１

日

に

発

生

し

た

東

日

本

大

震

災

と

原

子

力

発

電

所

の

事

故

に

よ

り

町

民

の

皆

さ

ま

全

員

が

双

葉

町

を

離

れ

避

難

生

活

を

余

儀

な

く

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

双

葉

町

は

４

月

１

日

、

埼

玉

県

加

須

市

に

「

埼

玉

支

所

」

を

設

置

し

、

災

害

対

策

本

部

お

よ

び

役

場

機

能

を

移

転

し

、

業

務

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

ま

た

、

福

島

県

猪

苗

代

町

に

「

猪

苗

代

出

張

所

」

を

設

置

し

、

災

害

対

策

本

部

の

連

絡

所

と

し

て

業

務

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

町

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

パ

ソ

コ

ン

や

携

帯

電

話

等

で

閲

覧

で

き

る

最

新

の

情

報

を

随

時

提

供

し

て

お

り

ま

す

が

、

こ

の

情

報

紙

は

、

こ

の

た

び

の

災

害

の

影

響

で

発

行

で

き

な

い

「

広

報

ふ

た

ば

」

に

か

わ

り

「

災

害

版

」

と

し

て

全

国

に

避

難

さ

れ

て

い

る

町

民

の

皆

さ

ま

に

各

種

情

報

を

お

知

ら

せ

す

る

も

の

で

す

。 

  町民の町民の町民の町民の皆さま皆さま皆さま皆さまへへへへ    

 大震災並びに原発事故から早くも３カ月を迎えようとしています。 

改めて、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆さ

まに心よりお悔やみを申し上げます。そして、被災地で健闘されている自衛隊、警察、

消防、海上保安庁の方々に心からの敬意を表します。 

さて、町民の皆さまには長期に渡る避難生活のため、心身共に大変お疲れのことと

お察し申し上げます。 

この度の巨大地震、大津波、原発事故による放射能汚染は、経験したことのない事

態であります。原子力発電所は安全だと誰もが信じていただけに備えが不十分でした。

備えあれば憂いなしと言いますが、普通の生活のありがたさを今ほど大切だと思うこ

とはありません。何もできない生活に不満を感じない人はおりません。この思いはこ

れからのまちづくりに生かし、次世代につなぎたいと思います。 

どうか、町民の皆さま、悲しみに負けず、お互いに助け合いながら厳しい避難生活

を乗り切ってください。 

今、日本はもとより、世界中から、温かい声援が寄せられています。 

 私たちは決して一人ではありません。強い絆で結ばれています。１日も早く双葉町

に帰れることを祈りながら、困難に耐え、希望を持ち、前向きに進んでまいりましょ

う。 

双葉町長双葉町長双葉町長双葉町長    井戸川克井戸川克井戸川克井戸川克    
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≪≪≪≪避難先届避難先届避難先届避難先届出のお願い出のお願い出のお願い出のお願い≫≫≫≫    

双葉町では県内外の避難所等に滞在されている町民の方の所在の

把握を行っております。まだ届出を行っていない方は、現在の滞在

先の住所及び連絡先をお知らせください。（移動をされた際にも連

絡をお願いします。） 

【届出いただきたい内容】 

 ・世帯員全員のお名前、生年月日 

 ・双葉町の住所 

 ・現在の避難先の住所 

 ・連絡がとれる電話番号（携帯可） 
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入
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つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

５

月

２６

日

（

木

）

、

２７

日

（

金

）

に

新

山

、

三

字

、

長

塚

地

区

の

方

、

１

１

８

人

が

一

時

立

入

り

を

行

い

ま

し

た

。

今

後

の

予

定

に

つ

い

て

は

次

の

と

お

り

で

す

。 
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実

施

実

施

実

施

実

施 

・

対

象

者

：

学

校

・

厚

生

病

院

の

駐

車

場

を

中

心

に

実

施

し

ま

す

。 

・

中

継

基

地

及

び

集

合

場

所

：

広

野

町 

広

野

町

中

央

体

育

館(

広

野

町

役

場

隣)
 
 

・

集

合

時

間

：

午

前

９

時

０

０

分

（

予

定

） 

※

今

後

対

象

と

な

ら

れ

た

方

へ

は

、

１

週

間

程

度

前

を

目

安

に

ご

連

絡

い

た

し

ま

す

。
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一

時

一

時
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時

一

時
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入

立

入

立

入

立

入

りりりり

をををを

実

施

実

施

実

施

実

施 

・

対

象

者

：

町

全

地

域(

３

㎞

圏

内

と

津

波

被

害

地

域

を

除

く)

各

日

１

０

０

名

程

度 

※

対

象

と

な

ら

れ

た

方

へ

は

、

１

週

間

程

度

前

を

目

安

に

ご

連

絡

い

た

し

ま

す

。 

・

中

継

基

地

及

び

集

合

場

所

：

田

村

市

都

路

町 

古

道(

ふ

る

み

ち)

体

育

館 

・

集

合

時

間

：

午

前

９

時

０

０

分

（

予

定

） 

※

集

合

時

間

は

あ

く

ま

で

予

定

時

間

で

す

。

正

確

な

時

間

は

、

「

一

時

立

入

許

可

通

知

書

」

(

当

日

必

ず

持

参

く

だ

さ

い

）

に

記

載

し

て

送

付

し

ま

す

の

で

ご

確

認

く

だ

さ

い

。

 

 

※

今

後

は

週

２

回

程

度

の

ペ

ー

ス

で

実

施

予

定

で

す

。

具

体

的

な

日

程

に

つ

い

て

は

、

決

定

次

第

お

知

ら

せ

い

た

し

ま

す

。 

◆◆◆◆

一

時

一

時

一

時

一

時

立

入

立

入

立

入

立

入

りりりり

当当当当

日日日日

のののの

流流流流

れれれれ 

①

駅

、

避

難

所

等

、

指

定

の

集

合

場

所

か

ら

中

継

基

地

ま

で

は

、

送

迎

バ

ス

で

向

か 

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

中

継

基

地

に

は

自

家

用

車

で

向

か

う

こ

と

も

可

能

で

す

。

（

中

継

基

地

の

駐

車

場

を

利

用

で

き

ま

す

。

） 

②

中

継

基

地

で

は

、

受

け

付

け

を

行

い

、

防

護

服

な

ど

の

着

装

を

行

っ

た

後

、

専

用

バ

ス

で

警

戒

区

域

の

降

車

地

点

ま

で

移

動

し

ま

す

。 

③

専

用

バ

ス

の

降

車

地

点

か

ら

自

宅

ま

で

は

、

徒

歩

で

移

動

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

 

（

滞

在

時

間

２

時

間

） 

④

立

入

り

後

は

、

専

用

バ

ス

で

中

継

基

地

ま

で

移

動

し

ま

す

。 

⑤

中

継

基

地

で

は

、

ス

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

を

受

け

て

い

た

だ

き

ま

す

。 

⑥

ス

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

終

了

後

は

、

自

家

用

車

の

方

は

順

次

お

戻

り

く

だ

さ

い

。

送

迎

バ

ス

を

ご

利

用

の

方

は

、

添

乗

員

の

案

内

に

よ

り

送

迎

い

た

し

ま

す

。 

 【

問

い

合

わ

せ

先

】

双

葉

町

災

害

対

策

本

部 

一

時

立

入

り

担

当 
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０

４

８

０

―

７

３
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６

８
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一

時

立

入

一

時

立

入

一

時

立

入

一

時

立

入

りりりり

のののの

際際際際

の

ペ

ッ

ト

の

ペ

ッ

ト

の

ペ

ッ

ト

の

ペ

ッ

ト

（（（（

犬犬犬犬

・・・・

猫猫猫猫

））））

のののの    

保

護

保

護

保

護

保

護

・・・・

収

容

収

容

収

容

収

容

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

警

戒

区

域

へ

の

町

民

の

皆

さ

ま

の

一

時

立

入

り

に

あ

わ

せ

て

、

環

境

省

と

福

島

県

に

よ

る

ペ

ッ

ト

の

保

護

、

収

容

を

行

う

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

一

時

立

入

り

さ

れ

る

方

が

連

れ

出

す

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

が

、

一

時

立

入

り

後

に

保

護

し

て

２０

キ

ロ

圏

外

の

安

全

な

場

所

で

飼

育

し

、

飼

い

主

へ

引

き

渡

し

ま

す

。 

つ

き

ま

し

て

は

、

皆

さ

ま

方

の

ペ

ッ

ト

の

保

護

・

収

容

が

ス

ム

ー

ズ

に

行

え

る

よ

う

、

「

一

時

立

入

り

受

付

セ

ン

タ

ー

」

に

ご

連

絡

し

た

際

に

、

飼

育

さ

れ

て

い

る

ペ

ッ

ト

の

情

報

も

お

伝

え

く

だ

さ

い

。 
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【

問

い

合

わ

せ

先

】

福

島

県

保

健

福

祉

部

食

品

衛

生

課 

☎

０

２

４

―

５

２

１

―

７

２

４

２

（

直

通

） 

医療機関医療機関医療機関医療機関でのでのでのでの窓口窓口窓口窓口のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい変更変更変更変更についてについてについてについて    

 

現在、震災に伴う保険証の紛失により、医療機関窓口で氏名・生年月日等を申し出ることにで、一部

負担金（保険診療分）の支払いが平成２３年６月３０日まで免除されています。 

 平成２３年７月１日から平成２４年２月２９日までは、医療機関窓口で保険証と一部負担金の「免除

証明書」を提示することで一部負担金の支払いが免除されます。双葉町の国民健康保険・後期高齢者医

療保険にご加入の方は、保険証の提示のみ保険証の提示のみ保険証の提示のみ保険証の提示のみで、一部負担金の免除証明書は必要ありません。上記以外の

保険にご加入の方は、ご加入の保険組合・会社等に確認して、一部負担金の免除証明書の交付を受けて

ください。 

 なお、国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方で、保険証がない方については再交付申請を

してください。 

 

【問い合わせ先】双葉町埼玉支所 健康福祉課 ☎０４８０－７３－６８８０    

詳しい情報は…双葉町公式ホームページ(臨時サイト)災害版 http://www.town.futaba.fukushima.jp/ 
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て
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す
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 地震保険金のお支払いに関する特例措置について地震保険金のお支払いに関する特例措置について地震保険金のお支払いに関する特例措置について地震保険金のお支払いに関する特例措置について    

東京電力第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域（計画的避難区域・緊急時避難準備区域

を含む）にお住まいの皆さまを対象として、地震保険金をお支払いするにあたって自己申

告に基づき損害調査を行う特例措置を実施する旨、（社）日本損害保険協会から情報提供

がありました。今後、一時立入（一時帰宅）を予定されている方は、手続きなどについて、

事前にご契約の損害保険会社にご確認ください。 

応急仮設住宅への入居者を次のとおり募集します。    

１１１１    応募条件応募条件応募条件応募条件 

 自らの資力では住宅を確保できない方で、（１）に該当するかたのうち、次のいずれ

かの項目に該当する世帯の方が対象となります。 

（１）基準日（３月１１日）以前から双葉町に住民票があり、現に居住していた世帯 

（２）原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯 

（３）住宅が全焼、全壊又は流出した世帯 

（４）居住する住宅がない世帯 

２２２２    応募期間応募期間応募期間応募期間 

 平成２３年６月７日（火）までの間、受付けをします。 

 ※窓口受付時間： 午前９時～午後５時まで    

３３３３    対象物対象物対象物対象物件件件件    

 

 

※他の地域の仮設住宅については、準備が整いしだい募集を行います。 

４４４４    応募方法応募方法応募方法応募方法 

 「双葉町仮設住宅等入居申請（抽選申込）書」に必要事項を記入の上、双葉町役場へ

お申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にて

お申し込みください。 

 ※郵送の場合は、６月７日（火）必着 

 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。 

５５５５    選定方法選定方法選定方法選定方法 

 選定は、先着順での取り扱いは行いません。応募者が多数の場合は、抽選とします。 

 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。 

(１)７５歳以上の者がいる世帯 

 （２）重度の障がい等を有する者がいる世帯 

 （３）妊婦、３歳未満の乳幼児がいる世帯 

 （４）３歳以上１５歳未満の児童が３人以上いる世帯 

 ※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去 

していただくこととなりますのでご留意ください。 

６６６６    入居時期入居時期入居時期入居時期 

 平成２３年６月中旬ごろから順次入居予定 

７７７７    入居期間入居期間入居期間入居期間 

 原則として１年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長２年間。 

８８８８    入居にかかる家賃等の費用など入居にかかる家賃等の費用など入居にかかる家賃等の費用など入居にかかる家賃等の費用など 

 （１）住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯１台です。 

 （２）家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。 

 （３）電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。 

９９９９    入居に必要な書類入居に必要な書類入居に必要な書類入居に必要な書類 

 ■入居決定通知書  ■誓約書  ■申込者の被災証明書（写し） 

１０１０１０１０    その他その他その他その他 

 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。 

 

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所    ☎☎☎☎０４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８０    

市町村名市町村名市町村名市町村名    間取り間取り間取り間取り    募集戸数募集戸数募集戸数募集戸数    備考備考備考備考    

 福島市 ２Ｋ ３２戸  福島市佐倉・上名倉公園 

 会津若松市 ２ＤＫ ５戸  会津若松市城前・税務署跡地 

 合   計 ３７戸  １ 

自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した方へ自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した方へ自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した方へ自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した方へ    

（福島県借上げ住宅の特例措置の一部変更について）（福島県借上げ住宅の特例措置の一部変更について）（福島県借上げ住宅の特例措置の一部変更について）（福島県借上げ住宅の特例措置の一部変更について）        

 

 現在、自らの努力で入居した県内の民間賃貸住宅について、平成

２３年５月１日以降に県との賃貸借契約に切り替え、県の借上げ住

宅として取り扱いをする特例措置を行っておりますが、その内容の

一部が変更になりましたので、お知らせします。 

 

＜家賃の限度額の変更＞＜家賃の限度額の変更＞＜家賃の限度額の変更＞＜家賃の限度額の変更＞ ※下線部を追加 

 原則として、月ごとの家賃等（共益費、管理費、駐車場料金等を

含めることができる。）の限度額を６万円とする。 

 ただし、一住戸への入居人数が５名以上（乳幼児を除く）の場合

の限度額を９万円とする。 

 

＜家賃の限度額変更に伴う住み替えについて＞＜家賃の限度額変更に伴う住み替えについて＞＜家賃の限度額変更に伴う住み替えについて＞＜家賃の限度額変更に伴う住み替えについて＞ 

 ５人以上の世帯で家賃が６万円以下の県借上げ住宅に入居して

いた世帯は、別の民間賃貸住宅への住み替えをすることができま

す。 

 ただし、受付開始は６月１日（水）からとなります。申出方法等

につきましては決まり次第お知らせいたします。 

 

＜特例措置における対象世帯要件の緩和＞＜特例措置における対象世帯要件の緩和＞＜特例措置における対象世帯要件の緩和＞＜特例措置における対象世帯要件の緩和＞ 

 「高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学など

諸般の理由により、避難所等での生活が困難であると町が認めた世

帯」の要件は廃止いたします。 

 

＜県の借上げ住宅となる以前の家賃等について＞＜県の借上げ住宅となる以前の家賃等について＞＜県の借上げ住宅となる以前の家賃等について＞＜県の借上げ住宅となる以前の家賃等について＞ 

 ３月１１日の被災日以降、被災者が自ら民間賃貸住宅に入居し、

県の借上げ住宅となるまでに負担した入居に当たっての費用及び

家賃等については、入居日にさかのぼって県が負担します。 

 ただし、給付の申請、窓口、方法等は県において調整中のため、

決定次第お知らせいたします。入居時の契約書もしくは領収書、振

込み証明書等は大切に保管しておいてください。 

応急仮設住宅及び民間借上げ住宅入居者への日本赤十字社か応急仮設住宅及び民間借上げ住宅入居者への日本赤十字社か応急仮設住宅及び民間借上げ住宅入居者への日本赤十字社か応急仮設住宅及び民間借上げ住宅入居者への日本赤十字社か

らの生活家電セットの支援についてらの生活家電セットの支援についてらの生活家電セットの支援についてらの生活家電セットの支援について  

 

 東日本大震災による被災者を対象とした、応急仮設住宅および民

間借上げ住宅への入居者を対象に、日本赤十字社より生活家電セッ

トの支援が行われます。 

１．１．１．１．対象者対象者対象者対象者    

（１） 双葉町が応急仮設住宅の入居者として決定した者 

（２） 福島県及び双葉町が民間借上げ住宅への入居者として決   

定した者（※特例措置にあっては、借上げ住宅として認められ

た者） 

（３）福島県外に避難されている方については、公営住宅等に入居

されている方が対象となります。 

※福島県外の公営住宅等に入居されている場合は、各県から福島

県を通じて要望しますので、詳細については、各県担当部署へお

問い合わせください。    

２．２．２．２．支援される生活家電支援される生活家電支援される生活家電支援される生活家電    

 ○洗濯機(全自動 7kg程度) ○冷蔵庫(290Ｌ程度) 

○テレビ(32型程度 テレビ台を含む) ○炊飯器（5.5合炊き程度） 

○電子レンジ(500Ｗ程度） ○電気ポット(2Ｌ程度) 

のうち希望される一部または全部 

※発送までは３～４週間かかります。 

３．応募方法３．応募方法３．応募方法３．応募方法    

 「生活家電セット寄贈要望書」に必要事項を記入の上、双葉町埼

玉支所へお申込みください。 

※応急仮設住宅の入居者または民間借上げ住宅の入居決定者として

選ばれた入居者による申し込みに限ります。直接お越しになれない

場合は、要望書をファックスまたは郵送にてお申し込みください。 

※電話、Ｅメールでの申請は受け付けできません。 

４．応募期間４．応募期間４．応募期間４．応募期間 

 平成２３年５月８日（日）より当面の間、受け付けいたします。 

 ※窓口受付時間：午前９時～午後５時まで 

    

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所双葉町埼玉支所    ☎☎☎☎０４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８００４８０－７３－６８８０    

※ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次のコードをご利用ください。ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次のコードをご利用ください。ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次のコードをご利用ください。ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次のコードをご利用ください。 

～町公式ホームページを開設しています～ 

双葉町では、町民の皆さまに“生活支援に関する情報”や“行政情報”を下記の町公式

ホームページへの掲載を中心にお知らせしております。 

【双葉町公式ホームページ（臨時サイト）災害版】 

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.town.futaba.fukushima.jp.town.futaba.fukushima.jp.town.futaba.fukushima.jp.town.futaba.fukushima.jp    

<携帯版> 

http://wwhttp://wwhttp://wwhttp://www.town.futaba.fukushimaw.town.futaba.fukushimaw.town.futaba.fukushimaw.town.futaba.fukushima.jp/m_index.html.jp/m_index.html.jp/m_index.html.jp/m_index.html    

        ※ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次の※ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次の※ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次の※ＱＲコードを読み取ることができる場合は、次のコードをご利用ください。コードをご利用ください。コードをご利用ください。コードをご利用ください。    

 

<NTT ﾄﾞｺﾓ> 

ｶﾒﾗを起動⇒ﾒﾆｭｰ(機能)⇒ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰまたはｱｸｾｻﾘｰやﾂｰﾙ⇒ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 

<au by KDDI> 

BREW ｱﾌﾟﾘ⇒2次元ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 

<ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ> 

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ⇒ﾕｰｽﾌﾙ画面(ﾂｰﾙ画面)⇒ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 

ＱＲコードの使い方 

※読み取り方法は機種によって異なりますが、概ね以下のとおりです。 


